
平成２５年度 

第１回伊那公民館運営審議会 議事録 

 

平成２５年４月１２日（金） 

於：伊那公民館 

１８：２８～１８：５３ 

委員１５名中１４名出席 

公民館職員４名出席 

＜司会・春日係長＞＜司会・春日係長＞＜司会・春日係長＞＜司会・春日係長＞    

１．伊那公民館長あいさつ（細江 孝明） 

        自己紹介と自己紹介と自己紹介と自己紹介と公民館運営審議委員の委嘱公民館運営審議委員の委嘱公民館運営審議委員の委嘱公民館運営審議委員の委嘱についてについてについてについて    

 

２．自己紹介 

        新しい委員５名を含む１４新しい委員５名を含む１４新しい委員５名を含む１４新しい委員５名を含む１４名の委員と公民館職員４名名の委員と公民館職員４名名の委員と公民館職員４名名の委員と公民館職員４名の紹介。の紹介。の紹介。の紹介。    

 

  

３．会長・副会長選任 

        事務局一任の声があり、事務局案として事務局一任の声があり、事務局案として事務局一任の声があり、事務局案として事務局一任の声があり、事務局案として    

                ・会・会・会・会    長として長として長として長として    阿部阿部阿部阿部    凱人凱人凱人凱人（留任）（留任）（留任）（留任）    

                ・副・副・副・副会長として会長として会長として会長として    橋場橋場橋場橋場    正尚正尚正尚正尚（留任）（留任）（留任）（留任）    を提を提を提を提案し、全員一致で承認される。案し、全員一致で承認される。案し、全員一致で承認される。案し、全員一致で承認される。    

 

４．会長・副会長あいさつ 

            ・阿部会長・阿部会長・阿部会長・阿部会長        

            ・橋場副会長・橋場副会長・橋場副会長・橋場副会長    

 

５．公民館運営審議会について 

        事務局事務局事務局事務局沖村沖村沖村沖村主事主事主事主事よりよりよりより    

            ・社会教育法第２９条・社会教育法第２９条・社会教育法第２９条・社会教育法第２９条    

            ・伊那市公民館条例第４条・伊那市公民館条例第４条・伊那市公民館条例第４条・伊那市公民館条例第４条    

        に示されている公民館運営審議会、及び審議委員について説明し理解を得る。に示されている公民館運営審議会、及び審議委員について説明し理解を得る。に示されている公民館運営審議会、及び審議委員について説明し理解を得る。に示されている公民館運営審議会、及び審議委員について説明し理解を得る。    

 

 

（以降（以降（以降（以降    司会進行：阿部会長）司会進行：阿部会長）司会進行：阿部会長）司会進行：阿部会長）    

 

６．協議事項 

（１）平成２５年度伊那公民館事業計画について 

            事務局事務局事務局事務局米澤係長米澤係長米澤係長米澤係長より別紙より別紙より別紙より別紙２５２５２５２５年度事業計画を説明し、計画通り年度事業計画を説明し、計画通り年度事業計画を説明し、計画通り年度事業計画を説明し、計画通り了承される。了承される。了承される。了承される。    

 

 



（２）その他 

            事務局より伊那公民館改築について説明する。事務局より伊那公民館改築について説明する。事務局より伊那公民館改築について説明する。事務局より伊那公民館改築について説明する。    

    

７．引き続き「公運審・分館長主事・体育指導員合同会」に出席 

  （19:00～19:45） 

 


